
見附市教育委員会告示第１２号 

見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

 令和８年３月２４日 

             見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

   見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱（令和５年見附市教育委員会告示第８

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「者は、」の次に「次条に規定する聴覚検査を受ける新生児又は乳児（以

下「新生児等」という。）の保護者であって、新生児等及び保護者が」を加え、「新

生児の保護者」を「者」に改める。 

第４条中「市長」を「教育長」に改める。 

第５条中「３箇月」を「６箇月」に、「市長」を「教育長」に改め、同条に次の

１号を加える。 

（３） その他、教育長が必要と認めるもの 

第６条及び第７条中「市長」を「教育長」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

 

 

 



様式第２号中「見附市長」を「見附市教育委員会教育長」に改める。 

 

 

  



様式第２号の次に次の１様式を加える。 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


